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港
を
望
む
台
地
か
ら

　

我
が
家
の
海
抜
は
五
三

米
。
そ
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら

東
南
東
を
望
む
。

　

左
の
端
に
マ
リ
ン
タ

ワ
ー
。
絵
の
中
央
か
ら
右

に
拡
が
る
の
は
本
牧
の
台

地
。
我
が
家
の
標
高
と
同

じ
位
。
そ
の
先
端
に
「
港

の
見
え
る
丘
」
が
あ
る
。

　

本
牧
の
台
地
と
我
が
家

の
台
地
の
間
は
か
つ
て
は

入
り
海
だ
っ
た
。
江
戸
末

期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

　

我
が
家
か
ら
自
転
車
に

乗
る
と
、
そ
の
低
地
ま
で

一
気
に
下
る
。
長
者
町
の

あ
た
り
か
ら
坂
を
登
り
、

山
手
西
洋
館
な
ど
を
横
目

に
進
む
と
、
港
の
見
え
る

丘
だ
。
電
車
や
バ
ス
を
乗

り
継
ぐ
よ
り
早
い
。

　

し
か
し
、
帰
り
は
大
変
。

前
三
段
、
後
ろ
六
段
の

十
八
段
ギ
ア
で
も
、
青
息

吐
息
。「
山
の
上
に
住
む
も

の
で
は
な
い
な
」
と
思
う
。

マ
マ
チ
ャ
リ
に
追
い
越
さ

れ
た
。「
エ
ー
ッ
、
ど
う
し

て
」
と
よ
く
見
る
と
、
電

動
自
転
車
。

横
浜
市
南
区

参院選の争点・・・
　

参
院
選
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
の
い
く
つ
か
の
争

点
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
た
。

憲
法
改
定

　

安
倍
自
民
は
九
六
条
の

憲
法
改
定
の
発
議
の
要
件

を
両
院
議
員
の
三
分
の
二

か
ら
過
半
数
に
変
え
よ
う

と
云
う
。
そ
れ
は
憲
法
改

定
を
や
り
易
く
す
る
為
。

　

で
は
、
ど
う
変
え
よ
う

と
云
う
の
か
？

　

自
民
の
憲
法
改
正
案
を

見
て
み
よ
う
。

　

前
文
の
「
国
民
主
権
」

を
削
り
「
天
皇
を
戴
く
国

家
」
と
し
て
い
る
。
明
治

憲
法
の
精
神
に
戻
す
？

　

第
九
条
二
項
「
戦
力
の

不
保
持
」
を
や
め
、
国
防

軍
を
保
持
し
国
際
活
動
を

行
う
。
つ
ま
り
、
武
力
を

も
っ
て
海
外
で
戦
う
の

だ
。

　

九
七
条
の
基
本
的
人
権

を
削
除
。

　

二
一
条
は「
公
の
秩
序
」

を
害
す
る
目
的
で
な
い
場

合
の
み
表
現
の
自
由
を
認

め
る
。「
秩
序
を
害
す
る
」

と
政
府
が
判
断
す
る
と
制

限
す
る
。

　
「
海
外
派
兵
反
対
」「
原

発
再
稼
働
反
対
」
も
「
公

の
秩
序
」
に
反
す
る
と
し

て
、
取
り
締
ま
り
の
対
象

に
な
っ
て
し
ま
う
。

消
費
税
と
法
人
税

　

安
倍
内
閣
は
法
人
税
を

減
税
す
る
方
針
。
消
費
税

は
予
定
通
り
来
年
四
月
に

八
％
に
、
再
来
年
十
月
に

十
％
に
と
云
う
。

　

消
費
税
が
一
九
八
八
年

に
導
入
さ
れ
て
二
〇
一
〇

年
度
迄
に
国
民
が
納
め

た
消
費
税
は
二
二
四
兆

円
。
一
方
、
法
人
三
税
は

二
〇
八
兆
円
減
。
こ
れ
ま

で
も
法
人
税
減
税
の
穴
埋

め
に
消
費
税
が
使
わ
れ
た

こ
と
は
明
ら
か
。

　

又
、
同
じ
手
口
？

　

み
な
さ
ん
は
ど
う
思
わ

れ
ま
す
か
？


